
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

令和２年度
総合評価落札方式の一部改訂について

（港湾空港関係：業務）

【適用時期】

○本資料に関する見直しは、令和2年7月1日以降に公告（告示）する案件より適用します。
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○現行
「資格要件」

【「当該業務に特化した資格※①」に

該当する業務の場合】

技術者資格について、下記の順位で評価する。

１位 技術士

２位 ＡＰＥＣエンジニア

土木学会特別上級土木技術者

上級土木技術者

１級土木技術者

ＲＣＣＭ

上記資格に加え、当該業務に特化した資格を保有している

場合に加点（１点）する。

※①「当該業務に特化した資格」は、「国土交通省登録

技術者資格」のうちから業務内容に応じて設定する。
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○見直し
「資格要件」

【「当該業務に特化した資格※①」に

該当する業務の場合】

技術者資格について、下記の順位で評価する。

１位 「技術士」及び「当該業務に特化した資格」を保有

２位 「技術士」または「当該業務に特化した資格」を保有

３位 ＡＰＥＣエンジニア

土木学会特別上級土木技術者

上級土木技術者

１級土木技術者

ＲＣＣＭ

※①「当該業務に特化した資格」は、「国土交通省登録

技術者資格」のうちから業務内容に応じて設定する。

・業務内容に応じて、港湾海洋調査士等の業務に特化した資格を技術士と同等に評価する。
・最高点評価は、「1位資格（技術士等）」＋「当該業務に特化した資格」の両方保有している場合とする。
・次点評価は、「1位資格（技術士等）」若しくは「当該業務に特化した資格」のどちらかを保有している場合とする。
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当該業務に特化した資格

施設分野 業務名 資格名

１ 港湾施設 維持管理計画策定業務、
点検・診断、設計

海洋・港湾構造物維持管理士

２ 港湾施設 設計及び維持補修設計 海洋・港湾構造物設計士

３ 港湾 深浅測量・水路測量 水路測量技術 １級（沿岸）
水路測量技術 １級（港湾）

４ 港湾 深浅測量 港湾海洋調査士（深浅測量）

５ 港湾 磁気探査・潜水探査 港湾海洋調査士（危険物探査）

６ 港湾 気象・海象調査 港湾海洋調査士（気象・海象調査）

７ 港湾 地質・土質調査 港湾海洋調査士（土質・地質調査）

８ 港湾 海洋環境調査 港湾海洋調査士（環境調査）

※「当該業務に特化した資格」は、「国土交通省登録技術者資格」のうちから業務内容に応じて設定する。
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○技術士等

○当該業務に特化した資格を除く
国土交通省登録技術者資格

両方保有で最高点

○技術士等（1位資格）

（10点）

（9点）

（5点）

当該業務に特化した資格（1位資格）OR どちらかの保有

最高点評価

次点評価

幅広い範囲の業務をカバーする資格 当該業務に特化した資格

当該業務に特化した資格

○技術士等

○技術士等（1位資格）

（10点）

（9点）

（6点）

（5点）

当該業務に特化した資格（2位資格＋1点）

※配点例

最高点評価当該業務に特化した資格（1位資格＋１点）

○国土交通省登録技術者資格（2位資格）

当該業務に特化した資格を除く
（ＲＣＣＭ、APECエンジニア、土木学会 等）

○現行

○見直し
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・企業、予定管理技術者の平均業務成績の対象範囲について、「全地方整備局、国土技術政策総合研究所及び
沖縄総合事務局（いずれも港湾空港関係）」の発注業務に拡大する。
・なお、今回の拡大により、国土技術政策総合研究所の業務実績のみの技術者にも業務成績評価点での加点が見
込まれることとなり、競争参加者として配置できる技術者が増えることにより、競争性の確保・拡大に繋がることが期
待できる。

○現行（技術者の場合）
過去４年間に完了した

「全地方整備局及び沖縄総合事務局（ともに港湾空港関係）」

の発注業務の「建設コンサルタント等（又は測量・調査）」の技術

者の平均評価点を下記の順位で評価する。

なお、管理技術者として従事した業務のみを対象とするが、管理

技術者の実績がない場合は、担当技術者の実績で評価する。

①８０点以上

②７８点以上８０点未満 ⑥７０点以上７２点未満

③７６点以上７８点未満 ⑦６８点以上７０点未満

④７４点以上７６点未満 ⑧６５点以上６８点未満

⑤７２点以上７４点未満 ⑨６０点以上６５点未満

６０点未満は欠格

○見直し（技術者の場合）
過去４年間に完了した

「全地方整備局、国土技術政策総合研究所及び沖縄総合事務

局（いずれも港湾空港関係）」

の発注業務の「建設コンサルタント等（又は測量・調査）」の技術

者の平均評価点を下記の順位で評価する。

なお、管理技術者として従事した業務のみを対象とするが、管理

技術者の実績がない場合は、担当技術者の実績で評価する。

①８０点以上

②７８点以上８０点未満 ⑥７０点以上７２点未満

③７６点以上７８点未満 ⑦６８点以上７０点未満

④７４点以上７６点未満 ⑧６５点以上６８点未満

⑤７２点以上７４点未満 ⑨６０点以上６５点未満

６０点未満は欠格
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【手続きイメージ】

自社から事務所等へ移動し閲覧

自社で閲覧可能【デジタル情報提供】

移動時間の削減

入札手続き開始の公示
（誓約書（様式）を含む）

入札手続き開始の公示
（誓約書（様式）を含む）

プロポーザル方式
総合評価落札方式
（公募型又は簡易公募型）

参加表明書の提出
（誓約書を含む）

参加表明書の提出
（誓約書を含む）

指名通知の送付
（デジタル情報の提示）

技術提案書の提出技術提案書の提出

移動
（飛行機、
新幹線等）

自社事務所等

選定通知を送付
（デジタル情報の提示）

（従来）

（新たな取り組み）

・入札手続き作業の負担軽減及び効率化を図るため、過年度の関連業務資料をデジタル情報で提示する。
・プロポーザル方式及び総合評価落札方式の公募型又は簡易公募型を対象とし、入札手続き開始の公示時に参
加表明書申請の様式に含めて誓約書（様式）を配布し、参加表明書提出の際に各様式と併せて提出して頂き、
選定者又は指名者に限定してデジタル情報を提示する。
・デジタル情報については、印刷不可にするとともにパスワードを設定する。



4．災害対策関係功労者表彰の評価（新規）
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・北陸地方整備局長からの災害対策関係功労者表彰を優良業務表彰と同水準の価値であるものとして、評価の対
象とする。
・近年、全国各地で発生している激甚災害レベルの地震、台風、豪雨被害を受け、 「企業の経験及び能力」 として
災害時の活動実績に伴う表彰に重みをつけることが、今後同様な対応を求めた場合に、企業の業務 の履行体制
及び成果品の品質向上に期待できる。
・優良業務表彰（局長）と災害対策関係功労者表彰（局長）は同じ加算点とするが、重複して評価しない。
・評価対象は、北陸地方整備局港湾空港部との協定、または要請に基づく災害対応活動により、表彰を受けたもの
を対象に加点する。

災害対策関係功労者表彰の有無による加点評価（例）

指
名
段
階

参
加
表
明
者

資
格
・
実
績

技術部門登録 ５

同種又は類似業務等の実績内容 ５

災害協定に基づく活動実績 ５

成
績
・
表
彰

過去４年間の業務成績 ３０

過去２年間の優良業務表彰（①局長表彰 ②事務所長表彰）

過去２年間の災害対策関係功労者表彰（港湾空港関係）も局長表彰と同じ加
算点

① ５

② ３

予
定
技
術
者

資
格
・
実

績

技術者資格 ５

同種又は類似業務等の実績内容 ５

地域精通度
（当該事務所周辺での受注実績） ５

成
績
・
表
彰

過去４年間の業務成績 ３０

過去４年間の業務表彰

①局長表彰 ②事務所長表彰

① ５

② ３
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